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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の外側支持棒と、前記第１の外側支持棒の内部に引き込まれるか少なくとも一部が
前記第１の外側支持棒から引き出される第１の内側支持棒とを有する第１の支持棒と、
　前記第１の内側支持棒が前記第１の外側支持棒から引き出された状態で、２つの前記第
１の内側支持棒をお互いに連結する第１の水平足踏み板と、
　２つの前記第１の外側支持棒をお互いに連結する第２の水平足踏み板と、
　前記第２の水平足踏み板の内側に形成され、内側に溝部が形成された第１のギヤと、
　前記第２の水平足踏み板の内側に形成され、前記第１のギヤに噛合し、第１のギヤの回
転方向を切り換える第２のギヤと、
　前記第２のギヤと結合される回転バーと、
　前記回転バーの一方の終端に形成された第３のギヤと、
　終端に前記第３のギヤと噛合する第４のギヤが形成され、前記第１の内側支持棒におい
て前記第１の内側支持棒の長さ方向に棒状に形成され、外側にねじ山が形成されたスクリ
ューボルトと、
　内部に前記スクリューボルトが引き込まれ、外側に前記第１の内側支持棒が結合される
スクリューナットと、を備え、
前記第１の水平足踏み板の一側は、２つの前記第１の内側支持棒のうちのいずれか１つの
第１の内側支持棒の側面に蝶合されることを特徴とする長さが調節可能なはしご。
【請求項２】
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　前記回転バーと連結され、前記第１の支持棒の側面に形成される側面ギヤを備えること
を特徴とする請求項１に記載の長さが調節可能なはしご。
【請求項３】
　前記側面ギヤは、中央に突出部が形成された第１の側面ギヤと、前記第１の側面ギヤと
噛合し、中央に溝部が形成された第２の側面ギヤと、を備えることを特徴とする請求項２
に記載の長さが調節可能なはしご。
【請求項４】
　第２の外側支持棒と、前記第２の外側支持棒の内部に引き込まれるか少なくとも一部が
前記第２の外側支持棒から引き出される第２の内側支持棒とを有し、前記第１の支持棒と
蝶合される第２の支持棒と、
　前記第２の内側支持棒が前記第２の外側支持棒から引き出された状態で２つの前記第２
の内側支持棒をお互いに連結する第２の支持棒の第１の水平足踏み板と、
　２つの前記第２の外側支持棒をお互いに連結する第２の水平足踏み板と、
　前記第２の支持棒の第２の水平足踏み板の内側に形成され、内側に溝部が形成された第
２－１のギヤと、
　前記第２－１のギヤに噛合し、第２－１のギヤの回転方向を切り換える第２－２のギヤ
と、
　前記第２－２のギヤと結合される第２の回転バーと、
　前記第２の回転バーの一方の終端に形成された第２－３のギヤと、
　終端に前記第２－３のギヤと噛合する第２－４のギヤが形成され、前記第２の内側支持
棒の内部において前記第２の内側支持棒の長さ方向に棒状に形成され、外側にねじ山が形
成された第２のスクリューボルトと、
　内部に前記第２のスクリューボルトが引き込まれ、外側に前記第２の内側支持棒が結合
される第２のスクリューナットと、
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の長さが調節可能なはしご。
【請求項５】
　前記第１の内側支持棒の上端に結合され、内側に第１のウォームギヤを有する作業足踏
み板と、
　前記第１のウォームギヤと結合される第２のウォームギヤと結合される第２の支持棒と
、
　を備えることを特徴とする請求項４に記載の長さが調節可能なはしご。
【請求項６】
　第１の外側支持棒と、前記第１の外側支持棒の内部に引き込まれるか少なくとも一部が
前記第１の外側支持棒から引き出される第１の内側支持棒とを有する第１の支持棒と、
　前記第１の支持棒が前記第１の外側支持棒から引き出された状態で２つの前記第１の内
側支持棒をお互いにを連結する第１の水平足踏み板と、
　２つの前記第１の外側支持棒をお互いに連結する第２の水平足踏み板と、
　電動モーターと、
　前記電動モーターの回転により回転する回転バーと、
　前記回転バーの一方の終端に形成された第３のギヤと、
　終端に前記第３のギヤと噛合する第４のギヤが形成され、前記第１の内側支持棒の内部
において前記第１の内側支持棒の長さ方向に棒状に形成され、外側にねじ山が形成された
スクリューボルトと、
　内部に前記スクリューボルトが引き込まれ、外側に前記第１の内側支持棒が結合される
スクリューナットと、を備え、
前記第１の水平足踏み板の一側は、２つの前記第１の内側支持棒のうちのいずれか１つの
第１の内側支持棒の側面に蝶合されることを特徴とする長さが調節可能なはしご。
【請求項７】
　第１の外側支持棒と、前記第１の外側支持棒の内部に引き込まれるか少なくとも一部が
前記第１の外側支持棒から引き出される第１の内側支持棒とを有する第１の支持棒と、
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　前記第１の内側支持棒が前記第１の外側支持棒から引き出された状態で２つの前記第１
の内側支持棒をお互いに連結する第１の水平足踏み板と、
　２つの前記第１の外側支持棒をお互いに連結する第２の水平足踏み板と、
　前記第２の水平足踏み板の内側に形成され、内側に溝部が形成された第１のギヤと、
　前記第２の水平足踏み板の内側に形成され、前記第１のギヤに噛合し、第１のギヤの回
転方向を切り換える第２のギヤと、
　前記第２のギヤと結合される回転バーと、
　前記回転バーの一方の終端に形成された第３のギヤと、
　前記第３のギヤと連結され、外側に前記第１の内側支持棒が結合されるチェーンベルト
又はラックギヤのうちのどちらか一方と、を備え、
前記第１の水平足踏み板の一側は、２つの前記第１の内側支持棒のうちのいずれか１つの
第１の内側支持棒の側面に蝶合されることを特徴とする長さが調節可能なはしご。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、長さが調節可能な自動はしごに係り、更に詳しくは、電動ドライバー付き電
動工具や補助ハンドル付き工具を用いてはしごの長さを調節する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、はしご（梯子）は、高い場所に昇ったり、高い場所から降りたりするときに使わ
れるものであり、作業用はしごと、通行用はしごとに大別できる。このようなはしごは、
両側の垂直支持棒の間に上下に所定の間隔を有する多数枚の水平足踏み板が固設される。
はしごは、地面と上階とを支持／連結して、上階又は下階への移動やはしご上における各
種の空中作業を自由に行うことができる。
【０００３】
　図１は、従来のはしごを示している。図１に示すように、はしごは、一対の垂直支持棒
１１０の間に多数枚の水平足踏み板１２０が所定の間隔をあけて設けられる。垂直支持棒
１１０の上端には、作業者が作業を行うための作業足踏み板１３０が形成される。一般に
、はしごは、垂直支持棒１１０間の角度が調節可能であるのに対し、高さは固定されてい
る。あるいは、二重に製作されたはしごをマニュアルで組み立てる方式で長さを調節して
使用する技術が講じられたが、はしごの分解及び組立てにかかる時間が延びてしまい、そ
の結果、作業能率が低下してしまうという不具合がある。
【０００４】
　また、通常の組立て式の手動はしごは、作業場間の移動時にはしごの分解、再組立て及
び体積により作業者の疲労度が増えてしまうという不具合がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、長さが調節可能なはしごを提案するところにある。
【０００６】
　本発明が解決しようとする他の課題は、角度が調節可能なはしごを提案するところにあ
る。
【０００７】
　本発明が解決しようとする更に他の課題は、既存に比べて短い時間内に長さ調節及び角
度調節が行えるはしごを提案するところにある。
【０００８】
　本発明が解決しようとする更に他の課題は、作業者の作業効率が高いはしごを提案する
ところにある。
【０００９】
　本発明が解決しようとする更に他の課題は、電気を使用せずに長さ調節及び角度調節が
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行えるはしごを提案するところにある。
【００１０】
　本発明が解決しようとする更に他の課題は、設置、保管及び移動が簡便であるはしごを
提案するところにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　このために、本発明の長さが調節可能なはしごは、第１の外側支持棒と、前記第１の外
側支持棒の内部に引き込まれる第１の内側支持棒とを有する第１の支持棒と、前記第１の
支持棒を連結する水平足踏み板と、前記水平足踏み板の内側に形成され、内側に溝部が形
成された第１のギヤと、前記第１のギヤに噛合し、第１のギヤの回転方向を切り換える第
２のギヤと、前記第２のギヤと結合される回転バーと、前記回転バーの一方の終端に形成
された第３のギヤと、終端に前記第３のギヤと噛合する第４のギヤが形成され、前記第１
の内側支持棒の内部に形成され、棒状に形成され、外側にねじ山が形成されたスクリュー
ボルトと、内側に前記スクリューボルトが形成され、外側に前記第１の内側支持棒が結合
されるスクリューナットと、を備える。
【００１２】
　このために、本発明の長さが調節可能なはしごは、第１の外側支持棒と、前記第１の外
側支持棒の内部に引き込まれる第１の内側支持棒とを有する第１の支持棒と、前記第１の
支持棒を連結する水平足踏み板と、電動モーターと、前記電動モーターの回転により回転
する回転バーと、前記回転バーの一方の終端に形成された第３のギヤと、終端に前記第３
のギヤと噛合する第４のギヤが形成され、前記第１の内側支持棒の内部に形成され、棒状
に形成され、外側にねじ山が形成されたスクリューボルトと、前記電動モーターを駆動す
るバッテリーと、内側に前記スクリューボルトが形成され、外側に前記第１の内側支持棒
が結合されるスクリューナットと、を備える。
【００１３】
　このために、本発明の長さが調節可能なはしごは、第１の外側支持棒と、前記第１の外
側支持棒の内部に引き込まれる第１の内側支持棒とを有する第１の支持棒と、前記第１の
支持棒を連結する水平足踏み板と、前記水平足踏み板の内側に形成され、内側に溝部が形
成された第１のギヤと、前記第１のギヤに噛合し、第１のギヤの回転方向を切り換える第
２のギヤと、前記第２のギヤと結合される回転バーと、前記回転バーの一方の終端に形成
された第３のギヤと、前記第３のギヤと連結され、外側に前記第１の内側支持棒が結合さ
れるチェーンベルト又はラックギヤのうちのどちらか一方と、を備える。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る長さが調節可能なはしごは、はしごの長さが調節可能であるだけではなく
、角度が調節可能であるというメリットがある。また、本発明のはしごは、外側支持棒の
内部に外側支持棒から延びる内側支持棒が収納されており、必要に応じて、外側支持棒か
ら内側支持棒を延ばして用いることにより、移動及び保管が簡便であるというメリットが
ある。
【００１５】
　また、本発明のはしごは、電動ドライバー又は補助ハンドルなど種々の工具を用いては
しごの長さを調節することが可能であり、特に、電気が使えない場所においても手軽には
しごの長さを延ばすことができる。
【００１６】
　更に、本発明のはしごは、電気を供給し易い場所では電動モーターを用いて短い時間内
に長さ及び角度が調節可能であって、作業効率を高めることができるというメリットがあ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】従来の通常のはしごを示している。
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【図２】本発明の一実施の形態に係る長さが延長可能なはしごを示している。
【図３】本発明の一実施の形態に係る中央ギヤボックスと側面ギヤが形成された第１の支
持棒の内部構造を示している。
【図４】本発明の一実施の形態に係る長さが延長可能なはしごの動作を示す図である。
【図５】本発明の一実施の形態に係る電動ドライバーを用いて、第１の内側支持棒を第１
の外側支持棒上において上下に移動させる方式を示している。
【図６】本発明の一実施の形態に係る側面ギヤの構造を示している。
【図７】本発明の一実施の形態に係る電動モーターを用いて、はしごの長さを調節する技
術を示す図である。
【図８】本発明の一実施の形態に係る長さ及び角度が調節可能な両面はしごを示している
。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　上述した、かつ、さらなる本発明の様相は、添付図面に基づいて説明する好適な実施形
態によってなお一層明らかになるであろう。以下では、本発明のこのような実施形態を通
して当業者が容易に理解でき且つ再現できるように詳しく説明する。
【００１９】
　図２は、本発明の一実施の形態に係る長さが延長可能なはしごを示している。以下、図
２を用いて、本発明の一実施の形態に係る長さが延長可能なはしごについて詳しく述べる
。
【００２０】
　図２によれば、長さが延長可能なはしごは、第１の垂直支持棒、第２の垂直支持棒、水
平足踏み板及び作業足踏み板を備える。いうまでもなく、上述した構成要素に加えて、他
の構成要素が本発明の一実施の形態に係る長さが延長可能なはしごに備えられてもよい。
【００２１】
　第１の垂直支持棒２１０には、所定の間隔をあけて多数枚の水平足踏み板２３０が形成
される。第１の支持棒２１０の上端には、作業者が作業可能な空間である作業足踏み板が
形成される。第２の支持棒２２０は、第１の支持棒２１０と結合され、第１の支持棒２１
０との角度の調節が容易になるように蝶合される。
【００２２】
　本発明によれば、第１の支持棒２１０を構成する水平足踏み板２３０のうちのいずれか
一枚の水平足踏み板の内部には中央ギヤボックス２５０が形成され、第１の支持棒２１０
の側面には側面ギヤボックス２６０が形成される。作業者は、水平足踏み板２３０の内部
に形成された中央ギヤボックス２５０を操作したり、側面ギヤボックス２６０を操作した
りして、第１の支持棒２１０の長さを延ばす。いうまでもなく、中央ギヤボックス２５０
は、水平足踏み板の他に、別の部材の内部に形成されてもよい。以下、図３を用いて、中
央ギヤボックスと側面ギヤボックスが形成された第１の支持棒の内部構造について詳しく
述べる。
【００２３】
　図３は、本発明の一実施の形態に係る中央ギヤボックスと側面ギヤボックスが形成され
た第１の支持棒の内部構造を示している。以下、図３を用いて、本発明の一実施の形態に
係る中央ギヤボックスと側面ギヤボックスが形成された第１の支持棒の内部構造について
詳しく述べる。
【００２４】
　図３によれば、第１の支持棒２１０は、外側に形成された第１の外側支持棒２１０ａと
、第１の外側支持棒２１０ａの内側に形成された第１の内側支持棒２１０ｂと、を備える
。第２の支持棒２２０は、第１の外側支持棒２１０ａと蝶合され、蝶合により第１の外側
支持棒２１０と第２の支持棒２２０との間の角度が調節可能となる。
【００２５】
　第１の内側支持棒２１０ｂの上端には、作業足踏み板２４０が形成される。２本のバー
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状に形成された第１の外側支持棒２１０ａを連結する水平足踏み板２３０のうちのいずれ
か１枚の水平足踏み板の内部には、中央ギヤボックス２５０が形成される。中央ギヤボッ
クス２５０は、第１のギヤ２５１及び第２のギヤ２５２を備える。第１のギヤ２５１と第
２のギヤ２５２は、ベベルギヤ状に形成されてもよい。水平足踏み板は、第１の外側支持
棒２１０ａを連結する第２の水平足踏み板を備える。
【００２６】
　第１のギヤ２５１の中央には溝部が形成され、形成された溝部の回転により第１のギヤ
２５１は回転する。第１のギヤ２５１の内側に形成された溝部は、電動ドライバーの終端
部が引き込まれるように電動ドライバーの終端部の形状と対応する形状を有する。
【００２７】
　図３に示すように、第２のギヤ２５２は第１のギヤ２５１と噛合しており、第１のギヤ
２５１の回転方向と直角方向に回転する。
【００２８】
　第２のギヤ２５２は回転バー２５３の上に形成され、回転バー２５３の両終端には第３
のギヤ２５４が形成される。すなわち、回転バー２５３の一方の終端には第３－１のギヤ
２５４ａが形成され、回転バー２５３の他方の終端には第３－２のギヤ２５４ｂが形成さ
れる。回転バー２５３は、中央ギヤボックスと同様に、水平足踏み板の内部に形成され、
第３のギヤ２５４は、第１の内側支持棒２１０ａの内部に形成される。
【００２９】
　第１の内側支持棒２１０ｂの内部には、第１の内側支持棒２１０ｂの長手方向に所定の
長さだけ延びたスクリューボルト２５５が位置し、スクリューボルト２５５は、第１の内
側支持棒２１０ｂに直接的に締め付けられない。スクリューボルト２５５は棒状に形成さ
れ、外側にねじ山が形成される。２つの棒状に形成された第１の内側支持棒２１０ｂのう
ちのいずれか一方の第１の内側支持棒の内部には第１のスクリューボルト２５５ａが形成
され、他方の第１の内側支持棒の内部には第２のスクリューボルト２５５ｂが形成される
。
【００３０】
　スクリューボルト２５５の上端にはギヤが形成され、スクリューボルト２５５の上端に
形成されたギヤは、第３のギヤ２５４と噛合した状態を維持する。敷衍すると、第１のス
クリューボルト２５５ａの上端には第４－１のギヤが形成され、第２のスクリューボルト
２５５ｂの上端には第４－２のギヤが形成される。第４－１のギヤは第３－１のギヤ２５
４ａと噛合した状態を維持し、第４－１のギヤは、第３－１のギヤ２５４ａの回転方向を
９０°切り換える。第４－２のギヤは、第３－２のギヤ２５４ｂと噛合した状態を維持し
、第４－２のギヤは、第３－２のギヤ２５４ｂの回転方向を直角方向に切り換える。この
ために、第３のギヤと第４のギヤもまた、ベベルギヤ状を有する。
【００３１】
　スクリューボルト２５５の外側にはスクリューナット２５６が形成され、スクリューボ
ルト２５５の回転により、スクリューナット２５６はスクリューボルト２５５上において
上下に移動する。スクリューナット２５６は、内側にスクリューボルト２５５が引き込ま
れており、外側には第１の内側支持棒２１０ｂが固定されて結合される。したがって、第
１の内側支持棒２１０ｂはスクリューナット２５６と同様に移動する。敷衍すると、スク
リューナット２５６がスクリューボルト２５５上において上側に移動すると、第１の内側
支持棒２１０ｂもまた上側に移動する。また、スクリューナット２５６がスクリューボル
ト２５５上において下側に移動すると、第１の内側支持棒２１０ｂもまた下側に移動する
。図３に示すように、スクリューナット２５６もまた、第１のスクリューナット２５６ａ
と第２のスクリューナット２５６ｂとにより構成され、第１のスクリューナット２５６ａ
は、２本の第１の内側支持棒のうちのどちらか一方の第１の内側支持棒の内部に形成され
、第２のスクリューナット２５６ｂは、他方の第１の内側支持棒の内部に形成される。
【００３２】
　再び説明すると、作業者が電動ドライバーを用いて中央ギヤボックスを構成している第
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１のギヤ２５１を回転させると、第１のギヤ２５１の回転により第２のギヤ２５２が回転
し、第２のギヤ２５２の回転により回転バー２５３により結合された第３のギヤ２５４が
回転する。
【００３３】
　第３のギヤ２５４が回転すると、第３のギヤ２５４と噛合した第４のギヤが回転し、第
４のギヤの回転により第４のギヤを有するスクリューボルト２５５が回転する。スクリュ
ーボルト２５５の回転により、スクリューボルト２５５に結合されているスクリューナッ
ト２５６が上下に移動し、スクリューナット２５６の上下移動によりスクリューナット２
５６と固定されて結合されている第１の内側支持棒２１０ｂもまた上下に移動する。すな
わち、第１の内側支持棒は、第１の外側支持棒上において上下に移動する。
【００３４】
　これらに加えて、本発明は、外側支持棒の側面に側面ギヤボックス２６０を形成し、側
面ギヤボックスを構成する側面ギヤは、第３のギヤ２５４又は回転バー２５３と連結され
る。すなわち、側面ギヤを回転させると、第３のギヤ２５４もまた回転する。特に、図３
は、補助ハンドルを用いて外側支持棒の側面に形成された側面ギヤボックスを構成する側
面ギヤを回転させる例を示しており、これについての詳細な構成は、後述する。
【００３５】
　図４は、本発明の一実施の形態に係る長さが延長可能なはしごの動作を示す図である。
以下、図４を用いて、本発明の一実施の形態に係る長さが延長可能なはしごの動作につい
て詳しく述べる。上述したように、はしごの長さの延長は、電動ドライバー又は補助ハン
ドルを用いて行う。
【００３６】
　図４の（ａ）に示すように、電動ドライバーを用いて中央ギヤボックスを構成する第１
のギヤを回転させたり、補助ハンドルを用いて側面ギヤを回転させたりする。
【００３７】
　図４の（ｂ）によれば、電動ドライバーを用いて中央ギヤボックスを構成する第１のギ
ヤを回転させたり、補助ハンドルを用いて側面ギヤを回転させたりすると、第１の外側支
持棒の内部に引き込まれていた第１の内側支持棒が外部に引き出される。
【００３８】
　図４の（ｃ）によれば、第１の内側支持棒の側面には水平足踏み板が収納されたり密着
したりしており、第１の内側支持棒が第１の外側支持棒の外部に引き出されると、第１の
内側支持棒の側面に収納されたり密着したりしていた水平足踏み板を回転させて他方の第
１の内側支持棒に固定する。このために、第１の内側支持棒に収納されたり密着したりし
ている水平足踏み板は第１の内側支持棒と蝶合され、他方の第１の内側支持棒の側面には
突出部が形成される。他方の第１の内側支持棒の側面に形成された突出部により水平足踏
み板は第１の内側支持棒に固定される。水平足踏み板は、第１の内側支持棒を連結して、
第１の内側支持棒と蝶合する第１の水平足踏み板と、第２の外側支持棒を連結する第２の
水平足踏み板とに分けられる。
【００３９】
　図４の（ｄ）によれば、作業者が所望の長さだけ第１の内側支持棒が第１の外側支持棒
の外部に引き出されると、作業者は、第１のギヤ又は側面ギヤの回転を中断する。
【００４０】
　いうまでもなく、第１の外側支持棒の外部に引き出された第１の内側支持棒を第１の外
側支持棒の内部に引き込むためには、既存の回転方向とは逆方向に第１のギヤ又は側面ギ
ヤを回転させればよい。
【００４１】
　図５は、本発明の一実施の形態に係る電動ドライバーを用いて、第１の内側支持棒を第
１の外側支持棒上において上下に移動させる方式を示している。以下、図５に基づいて、
電動ドライバーを用いて第１の内側支持棒を第１の外側支持棒上において上下に移動させ
る方式について詳しく述べる。
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【００４２】
　図５によれば、電動ドライバーを用いて第１の内側支持棒を第１の外側支持棒上におい
いて上下に移動させる方式は、チェーンベルト方式、ラックギヤ方式及びスクリュー方式
に分けられる。いうまでもなく、上述した方式に加えて、他の方式で第１の内側支持棒を
第１の外側支持棒の外部に引き出してもよい。
【００４３】
　スクリュー方式は、上述した図２のように、スクリューボルトとスクリューナットを用
い、スクリューボルトを回転させてスクリューナットをスクリューボルト上において上下
に移動させる。これにより、スクリューナットに締め付けられた第１の内側支持棒を同様
に上下に移動させる。
【００４４】
　チェーンベルト方式は、回転バーの終端と、第１の支持棒の底面に形成された底面回転
バーとをチェーンベルトで連結する。回転バーの回転により、回転バーに連結されたチェ
ーンベルトもまた回転する。チェーンベルトは、第１の内側支持棒に締め付けられ、した
がって、チェーンベルトの回転により第１の内側支持棒は第１の外側支持棒上において上
下に移動する。
【００４５】
　ラックギヤ方式は、チェーンベルトの代わりにラックギヤを用いることを除いては、チ
ェーンベルト方式と略同様である。第１の内側支持棒に固定・連結されたラックギヤを用
いて、第１の内側支持棒を第１の外側支持棒上において上下に移動させる。すなわち、回
転バーの終端に第３のギヤが形成され、第３のギヤの回転によりラックギヤが回転する。
ラックギヤの回転によりラックギヤと固定・連結された第１の内側支持棒もまた第１の外
側支持棒の内部において上下に移動する。
【００４６】
　図６は、本発明の一実施の形態に係る側面ギヤボックスの構造を示している。以下、図
６を用いて、本発明の一実施の形態に係る側面ギヤボックスの構造について詳しく述べる
。
【００４７】
　図６によれば、側面ギヤボックスは、第１の側面ギヤ２６１と、第２の側面ギヤ２６２
と、を備え、第１の側面ギヤ２６１は、回転バー２５３の終端に形成される。すなわち、
回転バー２５３の終端に第１の側面ギヤ２６１が形成され、第１の側面ギヤ２６１が形成
された終端から内側に向かって所定の距離だけ離れた個所に第３のギヤが形成される。
【００４８】
　第１の側面ギヤ２６１と第２の側面ギヤ２６２とは噛合しており、第１の側面ギヤ２６
１又は第２の側面ギヤ２６２のうちのどちらか一方の側面ギヤが回転すると、他方の側面
ギヤもまた回転する。したがって、第１の側面ギヤ２６１又は第２の側面ギヤ２６２のう
ちのどちらか一方の側面ギヤが回転すると、第１の側面ギヤ２６１と回転バー２５３によ
り連結された第３のギヤもまた回転する。
【００４９】
　第１の側面ギヤ２６１は、電動ドライバーを用いて回転可能であり、第２の側面ギヤ２
６２は、補助ハンドルを用いて回転可能である。このために、第１の側面ギヤ２６１は、
内側にドライバーの終端部が引き込まれる溝部２６１ａが形成され、第２の側面ギヤ２６
２は、補助ハンドルの終端部に引き込まれるように棒状の突出部２６２ａが形成される。
【００５０】
　図７は、本発明の一実施の形態に係る電動モーターを用いて、はしごの長さを調節する
技術を示す図である。
【００５１】
　図７によれば、電動モーターを用いてはしごの長さを調節する技術として、電動モータ
ーを用いて回転軸を回転させる技術を提案する。すなわち、本発明は、電動ドライバーの
他に、電動モーター２７０を用いて回転軸を回転させる技術を提案し、このために、はし
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なく、電動モーター２７０は、バッテリーの代わりに、外部から供給された電源により駆
動されてもよい。
【００５２】
　図８は、本発明の一実施の形態に係る長さ及び角度が調節可能な両面はしごを示してい
る。以下、図８を用いて、長さ及び角度が調節可能な両面はしごについて詳しく述べる。
【００５３】
　図２は、第１の支持棒が第１の外側支持棒と第１の内側支持棒とにより構成され、第２
の支持棒は、外側支持棒と内側支持棒とにより構成されない。これに対し、図８は、第１
の支持棒２１０が第１の外側支持棒２１０ａと第１の内側支持棒２１０ｂとにより構成さ
れ、第２の支持棒２２０は、第２の外側支持棒２２０ａと第２の内側支持棒２２０ｂとに
より構成される。したがって、第２の内側支持棒もまた、第１の内側支持棒と同様に、電
動ドライバーや補助ハンドルを用いて第２の外側支持棒から引き出す。このために、第２
の支持棒は、第１の支持棒と同じ構成を有する。
【００５４】
　また、これらに加えて、本発明は、第１の支持棒と第２の支持棒との間の角度を調節す
る技術を提案する。第１の支持棒と第２の支持棒の角度の調節は、ウォームギヤ２８０を
用いて行う。棒状の第１のウォームギヤ２８０ａは、作業足踏み板に結合し、長円状の第
２のウォームギヤ２８０ｂは、第２の支持棒に結合される。いうまでもなく、作業足踏み
板は、第１の支持棒の終端に結合される。第１のウォームギヤ２８０ａは、電動ドライバ
ーの終端部が引き込まれるように溝部が形成され、電動ドライバーを用いて第１のウォー
ムギヤ２８０ａを回転させると、第２のウォームギヤ２８０ｂもまた回転し、これにより
、第１の支持棒と第２の支持棒との間の角度が調節可能になる。いうまでもなく、第１の
ウォームギヤ２８０ａは、電動ドライバーの他に、補助ハンドルを用いて回転させてもよ
く、この場合、第１のウォームギヤの終端部には、溝部の代わりに突出部が形成される。
【００５５】
　本発明は、図示の一実施の形態に基づいて説明されたが、これは単なる例示に過ぎず、
この技術分野における通常の知識を有する者であれば、これより種々の変形及び均等な他
の実施の形態が可能であるということが理解できる筈である。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　本発明に係る長さが調節可能なはしごは、はしごの長さが調節可能であるだけではなく
、角度が調節可能であるというメリットがある。なお、本発明のはしごは、外側支持棒の
内部に外側支持棒から延びる内側支持棒が収納されており、必要に応じて、外側支持棒か
ら内側支持棒を延ばして用いることにより、移動及び保管が簡便であるというメリットが
ある。
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